
「男女共同参画を推進する彦根市条例」に基づき、男女共同参画の推進に関する基本的

かつ総合的な施策および重要事項を調査審議していただく「彦根市男女共同参画審議会」

の委員を募集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募先および問い合わせ先 

  〒５２２－８５０１ 彦根市元町４番２号 

   彦根市企画振興部企画課女性活躍推進室 

    ＴＥＬ ３０－６１０１ 

ＦＡＸ ２２－１３９８ 

    メール danjo@ma.city.hikone.shiga.jp 

 

彦根市男女共同参画審議会委員を募集 

○ 応募資格 

市内在住または在勤・在学の満１８歳以上の人（令和４年１０月１日現在） 

※ ただし、国や地方公共団体の議員や常勤の公務員の方は、応募できません。 

○ 募集定員 

２人  

 

 

○ 委員の主な仕事 

年２～５回程度の会議に出席していただき、本市の男女共同参画に関する施策や重要

事項について意見を述べていただきます。 

審議会に出席いただいた時は、報酬をお支払いいたします。 

○ 委員の任期 

令和４年１０月１日から２年間 

○ 応募方法 

別記様式１「彦根市男女共同参画審議会委員応募用紙」に必要事項をご記入のうえ、

下記応募先に提出してください。（メール、郵送、FAX 可） 

応募用紙は、市役所４階 企画課女性活躍推進室、支所・各出張所、各地区公民館、

男女共同参画センター「ウィズ」にあります。 

※応募用紙は、市ホームページからもダウンロードできます。 

○ 応募期間  令和４年９月１日（木）～９月１４日（水）必着 

○ 委員の選考 応募書類および面接にて選考します。面接日は応募者にお知らせします。 

○ その他   応募時の個人情報は、審議会委員募集以外の目的には利用しません。 

審議会は、この公募により選ばれた委員と学識経験者や団体等か

ら推薦された委員（合計１５人以内）で構成されます。 

 


